
広報いの15

ニ
ュ
ー
ス

募
　
　
集

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の

閲
覧
に
つ
い
て

　

納
税
義
務
者
が
所
有
す
る
固
定

資
産
に
つ
い
て
、
課
税
台
帳
に
記

載
さ
れ
た
事
項
を
確
認
で
き
る
制

度
で
す
。

　

納
税
通
知
書
発
送
時
に
同
封
す

る
課
税
明
細
書
に
よ
り
、
ご
自
分

の
資
産
に
対
す
る
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
が
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
や
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
証
明
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
閲
覧
制
度
に
つ
い
て
は
、

借
地
人
・
借
家
人
な
ど
の
賃
借
権

な
ど
を
有
す
る
方
も
対
象
で
す
が
、

借
地
人
な
ど
で
あ
る
方
に
つ
い
て

は
そ
の
賃
借
権
な
ど
を
有
す
る
土

地
に
つ
い
て
、
借
家
人
な
ど
で
あ

る
方
に
つ
い
て
は
そ
の
賃
借
権
な

ど
を
有
す
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地

で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
の
み
、
閲

覧
又
は
証
明
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
閲
覧
期
間

　

随
時
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

▼
閲
覧
で
き
る
方

　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
及

び
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
な
ど

▼
閲
覧
場
所

　

町
民
課

　

各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

▼
記
載
事
項

　

土
地
：
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

　
　
　
　

地
番
、
地
目
、
地
積
、

　
　
　
　

価
額
な
ど

　

家
屋
：
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

　
　
　
　

家
屋
番
号
、
種
類
、

　
　
　
　

構
造
、
床
面
積
、
価
額

　
　
　
　

な
ど

▼
閲
覧
手
数
料

　

有
料
３
０
０
円

　

（
た
だ
し
、納
税
義
務
者
に
つ
い
て

は
縦
覧
期
間
中
無
料
で
す
。）

▼
閲
覧
に
必
要
な
も
の

　

納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細
書
。

こ
れ
ら
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、

印
鑑
、
運
転
免
許
証
、
保
険
証
な

ど
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
。
な

お
、
代
理
人
の
場
合
は
、
こ
の
ほ

か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
借
地
人
・
借
家
人
な
ど
に
つ
い

て
は
、
別
途
賃
貸
借
契
約
書
・

領
収
書
な
ど
の
書
類
が
必
要
で

す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生

活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
の
固

定
資
産
税
減
免
申
請
に
つ
い
て

　

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
で

減
免
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
４
月

24
日
（
火
）
ま
で
に
減
免
申
請
書
を

町
民
課
、
各
総
合
支
所
住
民
福
祉

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

先
に
納
税
さ
れ
た
場
合
は
減
免
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

い
の
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

を
策
定
し
ま
し
た　

　

高
齢
者
に
対
す
る
福
祉
行
政
の

指
針
と
な
る｢
高
齢
者
福
祉
計
画｣

と
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に

提
供
す
る
た
め
「
第
７
期
介
護
保

険
事
業
計
画
」
を
一
体
的
に
策
定

し
ま
し
た
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
深

化
・
推
進
し
、
い
く
つ
に
な
っ
て

も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
き
い
き

と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
ま
す
。

　

計
画
は
、
い
の
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０

お
知
ら
せ

第
３
期
い
の
町
障
害
者
計
画

及
び
、
第
５
期
い
の
町
障
害

福
祉
計
画
・
第
１
期
障
害
児

福
祉
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

「
人
に
や
さ
し
い
共
生
の
ま
ち

づ
く
り
」
を
基
本
理
念
に
掲
げ
、

障
害
の
あ
る
人
の
自
立
し
た
地
域

生
活
と
社
会
参
加
の
実
現
を
目
指

し
、
切
れ
目
な
い
支
援
や
関
係
機

関
と
の
連
携
等
、
施
策
の
方
向
を

示
し
た
「
第
３
期
い
の
町
障
害
者

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
第
５
期
い
の
町
障
害
福

祉
計
画
・
第
１
期
障
害
児
福
祉
計

画
」
で
は
、
新
た
に
精
神
障
害
者

に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
構
築
や
、
障
害
児
支
援

等
を
数
値
目
標
と
し
て
設
定
し
、

よ
り
具
体
的
に
、
共
生
社
会
の
実

現
を
推
進
す
る
計
画
内
容
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

計
画
は
、
い
の
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０

お
知
ら
せ

在
宅
介
護
者
へ
の
支
援
に
つ

い
て

　

町
で
は
、
在
宅
（
住
民
票
及
び

居
住
が
町
内
で
あ
る
）
で
高
齢
者

な
ど
を
介
護
し
て
い
る
方
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

▼
紙
オ
ム
ツ
チ
ケ
ッ
ト
の
支
給

　

対
象
者
／
介
護
保
険
法
の
規
定

に
基
づ
く
要
介
護
認
定
に
お
い
て

要
介
護
２
以
上
で
在
宅
生
活
を
３

か
月
以
上
継
続
し
て
お
り
、
常
時

紙
オ
ム
ツ
を
必
要
と
し
て
い
る
方

▼
家
族
介
護
支
援
金
の
支
給

　

対
象
者
／
介
護
保
険
法
の
規
定

に
基
づ
く
要
介
護
認
定
に
お
い
て

要
介
護
２
以
上
で
、
在
宅
生
活
を

３
か
月
以
上
継
続
し
て
い
る
高
齢

者
な
ど
を
常
時
介
護
し
て
い
る
方

（
町
に
納
付
す
べ
き
債
務
を
滞
納

し
て
い
な
い
方
）

　

支
給
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　

（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０


